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  第２次行財政改革推進プランの概要第２次行財政改革推進プランの概要第２次行財政改革推進プランの概要第２次行財政改革推進プランの概要        

 

 基 本 方 針  

 

健全な財政運営
の推進 

 
簡素で効率的な
組織と人事管理 

 
積極的な情報公
開と市民との協
働社会の推進 

 

 

 

・事務事業の見直しと

意識改革 

・時代の変化に的確に

対応しつつ、新しい

発想での改革 

 

・定員管理と給料の適

正化 

・人材育成  

・情報公開と市民との

協働社会の推進 

 

 

 

 

推進 29 項目  推進 11 項目  推進 6 項目 
・接遇、窓口サービスの向上 

・危機管理体制の充実 

・新規事務事業の検討 

・各種団体の自立 

・マイナンバー制度の活用 

・口座振替の推進 

・事務処理マニュアルの活用 

・経常経費の節減と合理化 

・市債残高の削減 

・計画的な基金積立 

・長期債券の活用による基金運用 

・滞納額の圧縮 

・未利用地の売却・活用 

・使用料、手数料の見直し 

・公共工事等のコスト縮減 

・公営企業の経営健全化 

・保育所の統廃合 

・指定管理者制度の精査 など 

 ・定員管理の適正化 

・給料の適正化 

・職員採用試験のあり方 

・新たな人材育成基本方針の策定 

・人事評価制度の導入 

・職員研修の充実 

・時間外勤務実績の可視化 

・女性職員キャリア形成 

・健康管理体制の強化 

・職場の安全管理体制の確立 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 ・ホームページの充実 

・パブリックコメント制度の導入 

・行政の透明性の確保 

・男女共同参画社会の形成 

・公募による市民参加型の体制 

・まちづくり活動への支援 

 

 

                                      

 

平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間で上記 46 項目を推進  



第２次珠洲市行財政改革推進プラン 

 

- 2 - 

 

    

○○○○これまでの取組と改革継続の必要性これまでの取組と改革継続の必要性これまでの取組と改革継続の必要性これまでの取組と改革継続の必要性    

 

珠洲市では、平成１６年度に国が実施した三位一体の改革の影響により、平成

２１年度には累積不足額が約２３億円に達し、財政が破たんすると予測された

ことから、平成１７年度からは「珠洲市行財政改革大綱」に基づき、職員数の削

減、事務事業の見直し、組織機構の改革など様々な取組を行ってきた結果、着実

に成果をあげることができ、危機的な状況から脱することができました。 

しかしながら、危機的な財政状況からは脱したとはいえ、本市財政の歳入のお

よそ半分が地方交付税という脆弱な財政基盤であることには変わりなく、また

歯止めのかからない人口減少と地域経済の低迷からも、本市の行財政を取り巻

く環境は、依然として厳しい状況にあります。 

こうしたなかで、将来にわたり持続可能な財政基盤を確立し、安定的な行財政

運営を堅持する必要性から、平成２２年度に「珠洲市行財政改革推進プラン」を

策定し、これまで５年間にわたり、行財政改革に取り組んでまいりました。 

この度、行財政改革推進プランの行動期間が終了したことに伴い、プランにお

いて設定した「当面取り組むべき重点項目」について、成果、評価及び検証を実

施し、その結果を踏まえ、これまで以上の危機意識と意欲をもって行財政改革に

取り組むため、「第２次珠洲市行財政改革推進プラン」を策定しました。 

「活き活きと安心して暮らせる住みよい珠洲市」、「活力ある豊かな珠洲市」

を築き、「日本一幸せを感じられる自治体」を目指し、珠洲市の未来を切り拓く

ために、全庁を挙げて着実な成果を目指して取り組んでまいります。 
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○改革の基本方針○改革の基本方針○改革の基本方針○改革の基本方針    

 将来にわたり持続可能な行財政運営を堅持するため、３本柱を定め、改革に取

り組んでいきます。 

 

 １．健全な財政運営の推進１．健全な財政運営の推進１．健全な財政運営の推進１．健全な財政運営の推進 

本市を取り巻く財政状況は、依然として非常に厳しい状況にあります。そ

の中で市民からの潜在的ニーズは多様化・増大化する傾向にあることから、

いま一度、先の改革プランを検証し、今後取り組むべきものを取捨選択し、

今後も引き続き経費の節減と合理化に取り組むことが必要です。限られた財

源を最大限に活用し、市民のニーズに応えるためにも、健全で持続可能な財

政運営を進めていきます。 

  

 

２．簡素で効率的な２．簡素で効率的な２．簡素で効率的な２．簡素で効率的な組織と人事管理組織と人事管理組織と人事管理組織と人事管理 

地方分権の推進をはじめ、社会経済情勢が刻々と変化するなかで、地方

自治体においては、こうした変化に的確に対応する能力や、自己決定、自

己責任による個性豊かな地域づくりが求められています。新たな行政課題

や市民ニーズに応えていくため、機動力の高い簡素で効率的な組織の確立

と常に問題意識を持って業務に取り組む職員の育成に努めます。 

 

 

３．積極的な情報公開と３．積極的な情報公開と３．積極的な情報公開と３．積極的な情報公開と市民との市民との市民との市民との協働協働協働協働社会社会社会社会の推進の推進の推進の推進    

  市民と行政が一体となってまちづくりを進めていくために、政策形成過 

程における透明性を高める必要があることから、財政状況をはじめ、市の行

政情報を積極的に公開していきます。 

併せて、多くの市政への市民参加の場を充実させ、行政や市民、地域団体、

ＮＰＯ、企業などの様々な主体が持つ、それぞれの知恵や情報、強みを活か

しながらまちづくりを行う仕組づくりを充実していきます。 
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○改革の基本○改革の基本○改革の基本○改革の基本原則原則原則原則    

 このプランは計画的な行財政改革の推進と説明責任の確保を図るため、平成２

２年度策定の「珠洲市行財政改革推進プラン」の趣旨を継承しながら、前プラン

の「継続すべきこと」、「今後取り組むべきこと」、「取り組むことが困難なもの」

を評価した上で、新たな視点を取り入れ、引き続き行財政改革を進めていくもの

です。 

行財政改革とは、単にコストカットを徹底して経費の削減を行うことだけで

はありません。「最少の経費で最大の効果をあげる」という原点に立ち返り、Ｐ

ＤＣＡサイクル（※）による進捗管理を行い、各取組項目の進捗状況の公表に努

めるほか、必要に応じて柔軟に取組項目の見直しを行います。 

※行政運営全般において、計画(Plan)、実施(Do)、検証(Check)、見直し(Action)のサイクルにより見直しを行うこと。 

また、施策や事務事業の見直しの視点として、「利便性の向上」「質の高い

サービス」「対応のスピードアップ」などに繋がる改革に積極的に取り組むこ

とが必要です。 

そのため、今回のプランではこれまでのプランの趣旨を継承しつつ、自治体

の基本目的である「住民福祉の推進」に立ち返り、質の高い行政サービスが提

供できるよう努めてまいります。  

 

 

① 計 画 期 間 … 平成２７年度を起点として平成３１年度までの５年間 

の具体的な取組を掲載します。 

 

② 改 革 手 法 … 前例踏襲を打破し、新しい発想を取り入れて改革に取り 

組みます。  
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○具体的な取組○具体的な取組○具体的な取組○具体的な取組    

 

１．健全な財政運営の推進１．健全な財政運営の推進１．健全な財政運営の推進１．健全な財政運営の推進 

  

(1)(1)(1)(1)    事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直し事務事業の見直しと意識改革と意識改革と意識改革と意識改革    

簡素で効率的な行政運営を確立するため、市民の視点に立った行政事務、行政体

制、行政環境の改善により行政サービスの質的な向上を目指していきます。 

そのためにも、前例踏襲に捉われることなく、常日頃からコストの縮減を念頭に

問題意識を持って、創意と工夫で業務に取り組むよう「意識改革」を図ります。 

 

№ 取組事項 主管課 関係課 

１ 接遇の向上 全課（室・局） － 

２ 窓口サービスの向上 市民課 税務課・福祉課など 

３ 危機管理体制の充実 危機管理室 全課（室・局） 

４ 新規事務事業の検討及び既存事務事業の整理合理化 全課（室・局） － 

５ 各種団体事務（団体の自立） 全課（室・局） － 

６ マイナンバー制度の活用検討 総務課 全課（室・局） 

７ 口座振替の推進 税務課 － 

８ 各種委員会、庁内会議の活用 全課（室・局） － 

９ 事務処理マニュアルの活用 総務課、企画財政課 － 

10 公用車の集中管理・点検及び購入 総務課 － 

11 行政委員報酬の支給方法の見直し 教委事務局、監査事務局 － 

    

 

 

№1 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 接遇の向上 

主 管 課 全課（室・局） 関係課 － 

取組内容 

 市民は職員に対して、電話や窓口での気持ちの良い対応を期待

しています。市民が不快な思いをすることがないよう、接遇研修

を引き続き実施し、職員一人ひとりが市役所の代表としての自覚

を持ってマナーとエチケットの向上に努めます。 

 電話は記録に残らず、情報が誤って伝達したり、誤解を生じた

り、感情的なトラブルが生じやすいことから、再度「あいさつ、

氏名を名乗る」「迅速・正確に」「メモをとる」ことを全職員に浸

透するよう徹底していきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№2 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 窓口サービスの向上 

主 管 課 市民課 関係課 税務課、福祉課など 

取組内容 

新たな行政課題や複雑、多様化する市民ニーズに的確に対応し

ていくため、前例や慣行に捉われない、新たな発想や効果的方法

を検討し、市民が利用しやすい窓口業務を行ってまいります。 

これまでに、窓口のワンストップ化や時間外延長業務など、サ

ービス水準の向上に取り組んできましたが、今後は、市民に一層

満足していただけるよう、ＣＳ（顧客満足度）研修の実施や日常

業務に対する点検・評価、ディスカッションを通して、市民本位

の質の高いサービスを提供してまいります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№3 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 危機管理体制の充実 

主 管 課 危機管理室 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

先般の東日本大震災や、近年のゲリラ豪雨などによる自然災

害、社会情勢の変化に伴う新たな事件、事故の発生などを踏まえ

て、これまで、市民の生命と財産を守り、安全・安心して暮らせ

るよう、ハード・ソフトの両面から取り組んでまいりました。 

今後も、各種研修会や防災訓練の実施を通して危機管理に関す

る普及啓発活動に努め、有事の際に想定される様々な危機に対

し、迅速かつ的確に対応できる体制を整備し、市民の安全安心の

確保を図ります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№4 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 新規事務事業の検討及び既存事務事業の整理合理化 

主 管 課 全課（室・局） 関係課  — 

取組内容 

多様化する住民のニーズに対し 、新規事務事業の実施につい

ては緊急性、必要性、費用対効果を考慮し、積極的に国や県の補

助事業の活用を図り、柔軟に対応していきます。 

また、既存事務事業についても継続して整理合理化を図り、事

務事業の実施における職員意識改革に努めていきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№5 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 各種団体事務（団体の自立） 

主 管 課 全課（室・局） 関係課  — 

取組内容 

職員が各種団体の事務局を引き受けているケースが多く、その

必要性と効果を勘案する中で、市が関与すべき部分と各種団体に

任せる部分を整理し、今後の市の関与のあり方を検討します。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№6 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～２８ 

取組事項 マイナンバー制度の活用検討 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

行政を効率化し、市民の利便性を高め、公平かつ公正な社会

を実現するために導入されるマイナンバー制度について、シス

テム改修や個人情報保護評価など、制度導入に的確に対応して

いくとともに、近隣市町の動向に注視しながら、マイポータル

サイトの活用やマイナンバーカードの普及など制度活用の検討

を行い、事務の効率化や住民の利便性向上を図ります。 

職員においても研修会をとおして同制度を熟知し、市民サー

ビスの向上と事務の効率化を図ります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№7 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 口座振替の推進 

主 管 課 税務課 関係課  — 

取組内容 

納税貯蓄組合奨励金廃止以降、市民の納税環境向上のため、広

報等を通じて、口座振替による納税を推進してきました。 

市民が納税にわざわざ出かけなくても良い、うっかり忘れによ

る納付漏れの心配がなくなるなどのメリットを周知することで

引き続き口座振替の推進に努めます。 

 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№８ 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 各種委員会、庁内会議の活用 

主 管 課 全課（室・局） 関係課  — 

取組内容 

既存の会議や各種委員会については、その設置目的、内容、進

め方など会議のあり方を再度見直し、時代に応じた行政運営や事

務効率化を図ります。 

 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№9 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 事務処理マニュアルの活用 

主 管 課 総務課、企画財政課 関係課  — 

取組内容 

「予算執行事務の手引き」や「文書管理マニュアル」などを十

分に活用し、事務手順の見直しや事務処理の効率化を図ります。 

また、時代の変化に対応できるよう、マニュアルについても常

時見直しを実施し、多様な市民ニーズにおいても速やかに対応で

きるよう追加・更新していきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 
 

№10 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 公用車の集中管理・点検及び購入 

主 管 課 総務課 関係課  — 

取組内容 

公用車の台数については、集中管理することにより計画的に削

減を進めてきたところです。今後、公用車を更新する際は、ラン

ニングコストを抑制するため、ハイブリッド車又は電気自動車を

中心に転換することとします。 

また、個人車借上制度についても見直しを行い、計画的に公用

車の台数削減に努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№11 前プラン評価 Ｄ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 行政委員報酬の支給方法の見直し 

主 管 課 教育委員会事務局、監査委員事務局 

取組内容 

大津地裁の「常勤の実態がない月額支給は地方自治法違反」と

する支給差止め判決を踏まえ、月額支給から日額支給への見直し

を検討します。ただし、教育委員会委員及び監査委員については、

その職責や業務内容から日額支給が相応しくないこともあり、県

内自治体の大半が月額支給であることからも、他の自治体の動向

も踏まえて検討します。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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(2)(2)(2)(2)    時代の変化に的確に対応しつつ、新しい発想での改革時代の変化に的確に対応しつつ、新しい発想での改革時代の変化に的確に対応しつつ、新しい発想での改革時代の変化に的確に対応しつつ、新しい発想での改革    

多様化する市民ニーズに的確に対応し、持続可能な財政構造を確保するため、国

等における情報を迅速に収集し、行政として真に果たすべき役割については遅滞す

ることなく対応していきます。 

財政運営においては中長期的な計画を策定し、将来世代へ負担を転嫁しないよう、

市税等の収納率向上を図り歳入の確保に努める一方、市債残高の削減と繰上償還の

実施により、基礎的財政収支の均衡を図ることとし、財政運営の状況については、

地方公共団体財政健全化法に基づく財政指標などとともに、広報紙やホームページ

を通じて分かりやすく公表します。 

 
№ 取組事項 主管課 関係課 

12 経常経費の節減と合理化 総務課、企画財政課 全課（室・局） 

13 市債残高の削減と新発債の抑制 企画財政課 － 

14 財政規律を確保するため計画的な基金積立 企画財政課 － 

15 長期債券の活用による基金運用の効率化 企画財政課 － 

16 徴税吏員の相互派遣による滞納整理ノウハウの習得 税務課 － 

17 課室間を連携する滞納整理チームによる滞納額の圧縮  税務課 市民課、福祉課など 

18 未利用地の売却及び有効活用 総務課 － 

19 受益者負担割合の見直し 生活環境課、産業振興課など － 

20 使用料・手数料の見直し 全課（室・局） － 

21 公会計制度の整備推進 企画財政課 全課（室・局） 

22 公共工事のコスト縮減 総務課 全課（室・局） 

23 委託業務経費の見直し 全課（室・局） － 

24 公共施設のあり方の検討 総務課、建設課、生活環境課 － 

25 水道事業の経営健全化 生活環境課 － 

26 下水道事業の経営健全化 生活環境課 － 

27 病院事業の経営健全化 病院事務局 － 

28 保育所の統合・再編 福祉課 － 

29 指定管理者制度の精査 総務課 － 

    

 
 

№12 前プラン評価 ‐（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 経常経費の節減と合理化 

主 管 課 総務課、企画財政課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

人件費や事務経費、施設の維持管理等については、一層効率化、

合理化に努め、前例踏襲することがないよう様々な工夫を行い、

経費の節減に努めます。また、職員間、課室間の事務連絡等はデ

ータ化を更に推進し、文書量の削減（ペーパーレス化）に努める

ほか、職員自ら庁舎管理（清掃や除草など）経費の節減に努めま

す。そのほか、珠洲市地球温暖化対策実行計画に基づく環境負荷

を低減する取組を推進するため、省エネ・省資源・リサイクル等

に努めてまいります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№13 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 市債残高の削減と新発債の抑制 

主 管 課 企画財政課 関係課  — 

取組内容 

将来世代に負担を転嫁しないよう、既発の市債のうち、繰上償

還による効果が見込める市債については、繰上償還を行います。 

また、市債の新規発行についても、交付税措置や後年度負担を

考慮して発行することにより、標準財政規模に対し市債の償還割

合を示す実質公債費比率の抑制に努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№14 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 財政規律を確保するため計画的な基金積立 

主 管 課 企画財政課 関係課  — 

取組内容 

現世代の受益と負担の均衡を図り、将来世代に負担を転嫁しな

いよう、毎年度基礎的収支の均衡を図る必要があります。 

現在行っている財政調整基金等に加え、今後予想される公共施

設の整備や修繕工事等に備え、財源を確保するため既存基金の組

み換や見直しを行い、計画的な基金積立の検討を行います。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№15 前プラン評価 -（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 長期債券の活用による基金運用の効率化 

主 管 課 企画財政課 関係課 出納室 

取組内容 

従来までの定期預金による基金運用に加え、運用期間 10年以

上の長期債・超長期債（国債、政府保証債など）の割合を増やす

ことで、資金運用の効率化を図ります。 

また長期債券の途中売却を行うことで、増収効果の拡大に努め

ます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№16 前プラン評価 Ａ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 徴税吏員の相互派遣による滞納整理ノウハウの習得 

主 管 課 税務課 関係課  — 

取組内容 

石川県と奥能登２市２町で構成する「奥能登地区地方税滞納整

理機構」に併任職員として税務課職員を派遣しており、滞納徴収

額及び納税誓約等において成果が上がっています。 

今後は、滞納整理機構で習得したノウハウを、本市の滞納整理

にフィードバックすることで、負担の公平性の確保に努めていき

ます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№17 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 課室間を連携する滞納整理チームによる滞納額の圧縮 

主 管 課 税務課 関係課 市民課、福祉課、生活環境課、産業振興課、病院事務局  

取組内容 

「珠洲市税外収入金の督促、延滞金の徴収および滞納処分に関

する条例」より、悪質な市税等（市税、国保税、上下水道料、保

育料、市営住宅等家賃、農地開発事業負担金等）の滞納者に対し、

課室間を横断・連携する滞納整理チームを編成し、戸別訪問など

で積極的に徴収活動を実施します。また、税務職員の相互派遣等

で得た債権差押えなどのノウハウを滞納整理チームにおいても

フィードバック活用することで、滞納額の圧縮について引き続き

努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№18 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 未利用地の売却及び有効活用 

主 管 課 総務課 関係課  — 

取組内容 
未利用地の調査・抽出を既に終えており、今後も積極的に広報

を通じて売却又は貸付等の公募を実施してまいります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№19 前プラン評価 Ｄ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 受益者負担割合の見直し 

主 管 課 生活環境課、産業振興課、建設課 

取組内容 

法令等に負担割合が明確化されていない地域内道路及び水路

工事に係る受益者負担割合、又は算定根拠が不明瞭な負担金割合

については、受益者への説明責任と公平化を図る必要から、制度

設計や条例等の整備も含めて引き続き検討していきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№20 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 使用料・手数料の見直し 

主 管 課 全課（室・局） 

取組内容 

将来の消費税の率引き上げを見据え、現行の使用料・手数料又

は公有財産の貸付単価について再度見直しを行います。 

また、減免制度についても見直しを図り、自主財源の確保及び

公平性の確保に努めます 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№21 前プラン評価 Ａ（継続） 実施年度 ２７～２９ 

取組事項 公会計制度の整備推進 

主 管 課 企画財政課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

地方公会計制度については、総務省の動向に合わせ整備を推進

してきました。これまでの現金主義会計ではコストやストックが

見えにくいことから、平成２９年度までに市有財産を適正評価し

た固定資産台帳の整備をし、コストやストックの状況を適正に把

握し、統一的な基準に基づく財務書類を作成します。 

今後は公会計制度の整備推進により、中長期的な財政運営への

活用の充実を図り、財政の効率化・適正化について説明責任を果

たします。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№22 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 公共工事のコスト縮減 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

市道や施設の整備又は修繕については、整備の効果や危険度な

ど優先順位に基づき整備を進めます。 

また、各種法令や通達など情報を広く収集し、法令等を踏まえ

た入札方法や施工方法の工夫などにより、一層コスト縮減に努め

ます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№23 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 委託業務経費の見直し 

主 管 課 全課（室・局） 関係課 － 

取組内容 

最少の経費で最大の効果をあげる行政サービスを提供するこ

とを念頭に、委託業務については、現状を把握し、費用対効果を

検証した上で、長期継続契約等を行うことで経費の節減を図りま

す。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№24 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 公共施設のあり方の検討 

主 管 課 総務課・建設課・生活環境課 

取組内容 

市全体の公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進するため

「公共施設等総合管理計画」を平成 28年度までに策定します。 

道路橋梁や下水道施設については、策定した長寿命化計画に基

づき、計画的に改修や更新を実施することで、耐用年数の延伸を

図ります。また、全体の総経費の抑制や、年度ごとの費用負担の

平準化を図り、計画的な施設の運営を図ります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№25 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 水道事業の経営健全化 

主 管 課 生活環境課 

取組内容 

これまで、地方公営企業の経営健全化に積極的に取り組んでき

たところですが、時代の要請に応えるべく健全で効率的な水道事

業の発展を図るため、経営基盤の強化を推進してまいります。 

(1) 料金の適正化と経費の節減 

水道料金の改定は直接住民生活に影響することから、現行

の料金体制を維持できるよう徹底して経費の削減に努め、水

道料金収入と営業費用の収支均衡を保ち、安定した経営を図

ります。 

(2) 収納対策の強化 

   水道料金の収納については、未納のないよう万全を期さな

ければなりません。期限までに水道料金を納付しない未納者

に対しては納入催告をし、応じない場合は滞納処分として給

水停止を実施するなど収納対策の強化を図ります。 

(3) 簡易水道事業の統合 

   折戸・狼煙簡易水道は、供用開始から 40年以上経過し、

施設及び管路の老朽化が著しくなっていることから、両簡易

水道を統合し、維持管理費の低減を図ります。 

(4) 事業計画・予算の適正化 

安全で安定した水の供給を行う上で、緊急性、重要性の高

い老朽化対策事業を優先して行い、年度ごとの水道収益と企

業債償還額を対比させたバランスのとれた無理のない事業

計画を策定し、予算についても適正に執行します。 

(5) 人材育成と組織の見直し 

民間企業と同等の経営意識とコスト意識が持てるよう職

員の能力、資質の向上を図り、経営や給水サービスに関して

公営企業職員としての意識改革を進め専門的な業務に対応

できる人材を計画的に育成していきます。 

また、住民ニーズを的確に把握し、限られた予算で最大の

効果が発揮できる組織となるよう努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№26 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 下水道事業の経営健全化 

主 管 課 生活環境課 

取組内容 

本市の下水道事業は、全体計画 525ha、事業認可 467ha の区域

を公共下水道事業で整備を進め、平成２６年度末までに 399.5ha

を供用開始しました。また、そのほかの区域では農業集落排水事

業及び合併処理浄化槽事業により整備を進めており、珠洲市の水

洗化率は７２％となっております。今後は厳しい経営状況のな

か、経年による老朽化の更新、維持管理費の増大が予測されます

ので、下記の取組方針を確実に実行し、経費の節減や接続率の向

上を図るために有効な増収対策に取り組みます。 

(1) 料金の増収策 

下水道工事終了後の速やかな接続を促すための『水環境向

上促進助成金制度』を積極的に周知・活用し、公共下水道、

農業集落排水及び合併浄化槽への接続率の向上を図り、下水

道料金の増収に努めます。 

(2) 収納対策の強化 

   受益者負担金については、未納のないよう万全を期さなけ

ればなりません。期限までに納付しない未納者に対しては、

グループを編成し、訪問徴収を実施するなど収納対策の強化

を図ります。 

(3) 公共下水道と農業集落排水との統合 

農業集落排水を公共下水道に統合し、汚水処理を同じ処理

場で実施することにより、維持管理費の削減を図ることがで

きるため、統合事業を進めてまいります。 

(4) 工事コスト縮減対策の継続的な推進 

現場発生土を一括してストックし、各工事において埋戻材

料に転用することで、工事全体のコスト縮減を図っており、

引き続き推進していきます。 

また、道路整備事業との一体的な整備を行うなど、担当課

との連絡を密にし、工事の合理化に努めます 

(5) 公営企業方式の導入検討 

   経営の健全化に向けて、経営改革の一環として公営企業会

計方式の導入を検討し、経営状況を明確にし、市民への公表

に努めます。 

【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№27 前プラン評価 B（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 病院事業の経営健全化 

主 管 課 総合病院事務局 

取組内容 

珠洲市総合病院改革プランの実行により、病院事業会計は安定

した経営が図られているものの、経営環境は目まぐるしく変化し

ています。こうした環境変化に適切に対応していくため、医療水

準の向上と経営基盤の強化・効率化が必要です。 

今後も地域医療を維持し、医療の質を向上させるため、下記の

取組方針を確実に実行し、市民に信頼される病院として効率的で

良質な医療サービスを提供していきます。 

(1) 医師の確保 

   医師不足は全国的な問題であり、これまで医師の住環境の

向上のため医師住宅の整備を促進するとともに、市長や院長

自ら医師確保に向け働きかけを行ってきた成果もあり、現在

は常勤医師１６名体制を確保しています。医療の質の維持向

上を図るため、引き続き医師の確保に取り組みます。 

(2) 医療スタッフの確保 

   看護師等医療スタッフ確保のため、石川県と共同で看護師

等修学資金貸付金事業により、医療スタッフの確保に努めま

す。 

(3) 医療の広域化・ネットワーク化 

   電子カルテをはじめ、診療情報共有システムや金沢大学と

のＴＶ会議システム等を活用し、情報の共有化や一元管理を

図り、スムーズな診療体制の構築に努めます。 

(4) 病床機能の検討 

   地域の中で当院が担う役割に適合した病床機能を検討し、

在宅復帰を支援する地域包括ケア病棟を設置します。   

また、在宅患者の訪問看護やリハビリにも積極的に取組み、

在宅医療の充実を目指します。 

(5) 医療機器の更新 

   質の高い医療を提供するため、計画的に施設や医療器械・

備品の更新を進めます。 

(6) 経営の健全化 

   入院・外来患者は年々減少しており、歳入の確保が厳しく

なる見込みです。また、会計基準の見直しにより、退職給与

費引当金等の計上が義務付けられ、経営健全化のハードルと

なっています。今後は、持続可能な地域医療を確保するため、

中長期病院経営戦略を策定し経営の健全化に努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№28 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 保育所の統合・再編 

主 管 課 福祉課 関係課 － 

取組内容 

保育所の統合については、小泊保育所と粟津保育所の老朽化に

伴う統廃合、大谷保育所の老朽化と児童減少によるあり方につい

て検討を進めてきました。 

検討を進めてきた結果、現在のところは三崎地区の２保育所統

合について方向性を示したところです。今後は、地域や保護者と

の協議を引き続き進め、保育の質と環境の向上に努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№29 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 指定管理者制度の精査 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

民間手法によるコスト縮減を目的とした指定管理者制度の導

入によって、地域住民でつくる任意団体が独自事業を展開し、地

域の活力の向上に寄与している成功例もあります。 

しかしながら、指定管理の効果について検証した結果、直営と

すべき施設も見られることから、全ての公共施設を指定管理する

のではなく、多様化する市民ニーズや施設の態様について精査し

たうえで、指定管理制度の活用に努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

 

 

２．簡素で効率的な組織と２．簡素で効率的な組織と２．簡素で効率的な組織と２．簡素で効率的な組織と人事管理人事管理人事管理人事管理 

 

 
(1)(1)(1)(1)    定員管理と給料の適正化定員管理と給料の適正化定員管理と給料の適正化定員管理と給料の適正化    

組織の簡素合理化、事務事業の見直しなど、簡素で効率的な組織の確立を図るた

め、適正な定員管理に努めます。 

職員の給料については「人事院勧告」を基本に、民間の給与水準を注視しながら、

市民の理解と支持が得られるよう引き続きその適正化を推進します。 

 
№ 取組事項 主管課 関係課 

30 定員管理の適正化 総務課 － 

31 給料の適正化 総務課 － 

32 職員採用試験のあり方 総務課 － 
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№30 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 定員管理の適正化 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

新たな事業や多様化する市民からのニーズに的確に対応し、ま

た、再任用職員と新規採用職員のバランスを考慮した定員適正化

計画を策定し、市民サービスの低下を招かないよう長期的見通し

を立てた定員管理に努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

    

    

№31 前プラン評価 Ａ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 給料の適正化 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

前改革プランの実行期間中において、不適切と指摘のあった給

料体系等については、全て廃止又は改正したほか、平成２４年度

からは勤務評価制度の評価結果を昇給・昇格等に反映させること

により、組織の活性化や職員の意欲の向上にもつながり、職員の

能力が最大限に発揮できる職場環境となっています。 

今後は、「人事院勧告」を基本に、市民の理解と支持が得られ

るよう引き続き給与の適正化を推進します。併せて、説明責任も

含めて広報誌等を利用し公表してまいります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

    

    

№32 前プラン評価 Ａ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 職員採用試験のあり方 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

社会経済状況の変化に的確に対応し、自立した地域づくりを進

めるためには、各分野において、独自の特色ある施策や行政サー

ビスを立案することができる専門性を備えた職員が必要となり

ます。今後、新卒者等を対象とした試験に加えて、どの分野でど

のような専門的な知識を有する職員が必要となるのか分析し、民

間での職務経験者も含めた採用試験の実施について検討してい

きます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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((((2222))))    人材育成人材育成人材育成人材育成    

社会経済状況の変化に的確に対応し、常に問題意識を持って業務に取り組む職員

を育成するため、新たな人材育成基本方針を策定します。 

職員一人ひとりが誇りとやりがいを持って職務に従事できる環境を整備し、「市

民から信頼される職員」の育成に努めます。 

 
№ 取組事項 主管課 関係課 

33 新たな人材育成基本方針の策定 総務課 － 

34 人事評価制度の導入 総務課 － 

35 職員研修の充実 総務課 － 

36 時間外勤務実績の可視化 総務課 全課（室・局） 

37 女性職員キャリア形成 総務課 － 

38 健康管理体制の強化 総務課 全課（室・局） 

39 職場の安全管理体制の確立 総務課 全課（室・局） 

40 ワーク・ライフ・バランスの推進 総務課 全課（室・局） 

 

№33 前プラン評価 Ｄ（継続） 実施年度 ２７～２８ 

取組事項 新たな人材育成基本方針の策定 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

政策形成能力、説明能力、調整能力など職員の意欲と能力を最

大限に引き出すため、新たな人材育成基本方針を策定し、職員研

修に限らず、人事制度や職場の環境づくりも含めた総合的、長期

計画的観点から、市民に信頼される職員の育成に取り組みます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№34 前プラン評価 Ａ（変更） 実施年度 ２８ 

取組事項 人事評価制度の導入 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

地方公務員法改正により、平成２８年度から人事管理の徹底が

規定されています。職員がその職務を遂行するに当たり発揮した

能力や実績を把握した上で行われる人事評価制度を導入し、これ

を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とします。 

人事評価制度では、これまでの勤務評定制度と同様、その職員

の勤務成績に基づき、勤勉手当の支給率、定期昇給を算定するほ

か、昇任試験制度に活用されます。併せて、勤務評定制度での「上

司の一方的な評価で結果を知らされない」などの問題点について

は、評価基準の明示や面談、評価結果の開示の仕組みにより、解

消します。職員一人ひとりが誇りとやりがいを持って職務に従事

できるよう、能力・業績の両面から客観的に職員を評価し、その

結果を処遇に反映する環境を整備することで、人材育成を図って

いきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№35 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 職員研修の充実 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

職員数が削減した中であっても、円滑に事業を実施し、これま

で以上の成果をあげなければなりません。そのためには、職員一

人ひとりの能力や資質の向上が必要です。 

そこで職務遂行能力の向上を図るため、珠洲市職員研修計画検

討委員会にて職員研修計画を審議・策定し、職員研修（市町村職

員研修所、市町村アカデミー、庁内研修）を更に充実させるとと

もに、研修に参加しやすい環境づくりに取り組んでいきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№36 前プラン評価 ‐（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 時間外勤務実績の可視化 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

時間外勤務が常態化すると、コスト意識が希薄になり、仕事に

投入する時間とアウトプットとの費用対効果が十分意識されな

くなり、また、疲労の蓄積等により、効率が上がらなくなるなど

悪循環に陥る可能性があります。 

時間外勤務の実績を可視化することにより、管理職員に対し、

問題意識とマネジメントの自覚を促します。業務を見られている

ということ自体による緊張感の付与とコスト意識の向上を図り、

時間外勤務の抑制に努めます。 

職員個々のタイムマネジメント能力の向上を図るため庁内研

修を実施し、そして課室の職員同士で補完・強調を促すような組

織づくりを目指します。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

№37 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 女性職員キャリア形成 

主 管 課 総務課 関係課 － 

取組内容 

本市ではこれまで能力主義に基づき、女性職員の積極的な登用

を行い、将来女性管理職となるための機会の拡大を図ってきたと

ころです。現在、全職員の男女比率とおよそ同等の比率で女性職

員を監督職以上に登用しております。 

今後は、女性職員が能力をより一層発揮し、更に活躍していく

ために必要な職場環境づくりに努めることとし、「女性キャリア

アップ研修」などの研修の充実を図っていきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№38 前プラン評価 ‐（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 健康管理体制の強化 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

職員が意欲を持って仕事に取組んでいくためには、心身ともに

健康であることが欠かせません。職員一人ひとりが健康であるこ

とが、質の高い市民サービスを提供する原動力であることからも

次のような取組により、職員の健康管理体制の強化を図っていき

ます。 

(1) 健康管理体制の確立 

   人間ドックや定期健康診断を通じて、健康相談・栄養指導

など疾病予防策を周知し、セルフケアの意識を持って自己管

理力を向上させられるよう努めます。 

(2) メンタルヘルス対策と相談体制の確立 

   市民ニーズの複雑化や多様化、業務量の増大により、働く

環境が急速に変化しており、メンタルヘルス対策の充実に努

めます。早期発見、早期対応が図れる相談体制の構築を行い

ます。 

(3) 職場復帰支援の確立 

病気等によって休職していた職員が、円滑に職場復帰でき

るよう、職場復帰プログラムを策定します。また、所属と密

接に連携を取り、産業医等との定期的な面談を実施すること

により疾患の再発防止に努めていきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№39 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 職場の安全管理体制の確立 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

職員の健康を守るためには、職場環境や作業環境の管理も必要

となります。 

衛生管理者による職場点検や危険箇所の改善、職場安全教育の

周知等により職場の安全管理や公務災害の防止に努めます。 

また、職員に対する不当な要求や暴力的な不当行為に対して

は、速やかに珠洲市不当要求等防止対策員会を開催し、その対応

策を講じるほか、必要に応じて、警察署と連携することにより、

職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保できるよう

努めます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№40 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 ワーク・ライフ・バランスの推進 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

職員が能力を発揮し、生き生きと職務に取組むとともに、子育

てや介護、家事などの家庭責任を果たしていくことも必要です。 

「珠洲市特定事業主行動計画」に盛り込まれた、休暇等制度の

周知、妊娠中や出産後の配慮、男性職員の子育て目的の休暇の取

得促進、育児休業等を取得しやすい環境の整備、超過勤務の縮減、

年次有給休暇の取得促進などを着実に実施し、一人ひとりの職員

がそれぞれのワーク・ライフ・バランスを実現していけるような

職場環境づくりを図っていきます。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

 

 

３．積極的な情報公開と３．積極的な情報公開と３．積極的な情報公開と３．積極的な情報公開と市民との市民との市民との市民との協働協働協働協働社会社会社会社会の推進の推進の推進の推進 

  市民と行政がお互いに正しい情報を共有しながら、これまで以上に一体となった自

立するコミュニティの醸成に努めます。行政の公正性、透明性を一層高めるとともに

市民一人ひとりの声が反映できるまちづくりを推進していきます。 

 
№ 取組事項 主管課 関係課 

41 ホームページの充実 総務課 全課（室・局） 

42 パブリックコメント制度の導入 総務課 全課（室・局） 

43 行政の透明性の確保 総務課 全課（室・局） 

44 男女共同参画社会の形成 総務課 全課（室・局） 

45 公募による市民参加型の体制 全課（室・局） － 

46 まちづくり活動への支援 まちづくり相談室ほか － 

 

 

 

№41 前プラン評価 －（新規） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 ホームページの充実 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

より市民の情報ニーズに応えられる広報媒体とするため、情報

の拡充に重点を置き、最新情報の掲載や項目追加などの更新を積

極的に行います。 

また、防災上の情報や本市のＰＲや活性化につながるデータを

優先して、オープン化を進めてまいります。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№42 前プラン評価 Ｄ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 パブリックコメント制度の導入 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

市民の声を直接的に事業の執行計画等に反映し、市民の市政参

画の機会を拡大するとともに、市民と行政とのパートナーシップ

により、より質の高いまちづくりを行うことを目的に、パブリッ

クコメント制度の導入を検討します。 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№43 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 行政の透明性の確保 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

行財政運営の公正と透明性を確保するため、情報公開の推進と

広報・広聴機能の充実・強化に積極的に取り組むことにより、市

民に開かれた市政、ＮＰＯや各種団体と行政との協働関係の構築

に努めます。 

情報公開の推進につきましては、個人情報の保護に留意しなが

ら、条例にて開示義務のある行政情報を公開することを基本とし

ます。各種委員会や審議会については、市民に公開することに努

めます。 

市の事業取組や財政状況については、その実態を広報やホーム

ページにより、市民に正しく分かりやすく説明し、できる限り多

くの市民の理解を得ながら取組を進めます。 

 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№44 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 男女共同参画社会の形成 

主 管 課 総務課 関係課 全課（室・局） 

取組内容 

行政運営上設置する各種委員会や審議会において、女性委員の

登用を図り、女性の声の市政反映に努めます。 

本市でも、第３次「すず男女共同参画行動プラン」において、

「方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大」を基本目標と

して掲げており、各種委員については、女性委員の比率を高め、

バランスのとれた委員構成に努めます。 

 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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№45 前プラン評価 Ｃ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 公募による市民参加型の体制 

主 管 課 全課（室・局） 関係課 — 

取組内容 

各種委員会や審議会、協議会の委員のうち、公募委員数の拡大

を検討することとします。 

今後の事業への取組みやイベントへの参画など、市民参加型の

行政運営の展開を図ります。 

 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 

 

 

№46 前プラン評価 Ｂ（継続） 実施年度 ２７～３１ 

取組事項 まちづくり活動への支援 

主 管 課 まちづくり相談室、企画財政課、自然共生室 

取組内容 

地域団体やＮＰＯ、大学、企業など様々な活動主体が相互に連

携し、まちづくりに取り組めるよう、行政として支援していきま

す。各地区の将来構想や活性化を図る取組については、「まちづ

くり支援員」による支援を継続し、よりきめ細かな対応を行いま

す。 

また、「珠洲市里山里海応援基金事業費補助金」を活用し、多

くの活性化に向けた取組を助成支援していきます。 

 
【前プラン評価】Ａ：計画以上に進捗した、Ｂ：計画通り進捗した、Ｃ：概ね計画通りに進捗した、Ｄ：計画通り進捗しなかった、Ｅ：進捗しなかった 
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取組事項一覧 

 № 取組事項 内容 主管課 

健
全

な
財

政
の

推
進

 

1 接遇の向上 マナーとエチケットの向上、電話対応など接遇の向上 全課 

2 窓口サービスの向上 サービス水準の向上のためＣＳ研修と日常業務の点検・評価・ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 市民、税務ほか 

3 危機管理体制の充実 危機管理に関する普及啓発、有事の際に迅速に対応できる体制の整備 危機管理室 

4 新規事業の検討・既存事業の整理合理化 緊急性、必要性、費用対効果を考慮し、国県の補助事業の活用を図る 全課 

5 各種団体事務（団体の自立） 各種団体の事務局業務の必要性と効果を勘案し、市の関与の在り方を検討 全課 

6 マイナンバー制度の活用検討 マイナンバー制度に対応し、事務の効率化と住民の利便性向上を図る 総務 

7 口座振替の推進 口座振替のメリットを周知し、引き続き口座振替を推進 税務 

8 各種委員会、庁内会議の活用 設置目的、内容など会議の在り方を再度見直す 全課 

9 事務処理マニュアルの活用 マニュアルを活用し、事務手順の見直しや事務処理の効率化を図る 総務 

10 公用車の集中管理、点検及び購入 ランニングコストを考慮し、ハイブリッド車を中心に更新。 総務 

11 行政委員報酬の支給方法の見直し 判例に基づき、行政委員報酬の月額支給から日額支給への見直しを行う 教委、監査 

12 経常経費の節減と合理化 積極的にペーパーレス化を図り、省エネなど環境負荷の低減に努める 総務、企画財政 

13 市債残高の削減と新発債の抑制 有効な市債の繰上償還の実施を検討し、実質公債費比率を抑制する 企画財政 

14 財政規律を確保する計画的な基金積立 基礎的財政収支の均衡を図り、事業計画に合わせた基金積立を検討する。 企画財政 

15 長期債券の活用による基金運用の効率化 定期預金に加え長期債の割合を増やし、資金運用の効率化と増収に努める 企画財政 

16 徴税吏員の相互派遣による滞納整理 相互派遣にて習得したノウハウを滞納整理にフィードバックする 税務 

17 課室間を連携した滞納整理チーム 課室間を横断のチーム編成により、情報を共有し滞納額の圧縮を図る 税務等 

18 未利用地の売却及び有効活動 今後も積極的に広報を通じて売却や貸付の公募を実施していく 総務 

19 受益者負担割合の見直し 負担割合・根拠が不明確なものは条例化等の整備を検討していく 生活環境、建設等 

20 使用料・手数料の見直し 消費税率の引上げを見据え、現行使用料、手数料の見直しを行う 全課 

21 公会計制度の整備推進 総務省の動向に併せて推進し、中長期的な財政運営への活用に努める 企画財政 

22 公共工事のコスト縮減 各種通達など情報を収集し、入札方法や施工方法によりコスト縮減を図る 総務など 

23 委託業務の見直し 現状把握と費用対効果を検証し、長期継続契約等により経費の節減を図る 全課 

24 公共施設のあり方の検討 公共施設等総合管理計画を策定し、長寿命化と経費の抑制を図る。 総務、建設、生活環境 

25 水道事業の経営健全化 料金の適正化や経費の節減等により経営基盤の強化を推進する 生活環境 

26 下水道事業の経営健全化 料金の増収、収納対策を強化し経営基盤の強化を推進する 生活環境 

27 病院事業の経営健全化 医師、スタッフの確保に努め医療水準の向上と経営基盤の強化を図る 病院事務局 

28 保育所の統合・再編 統合等は地域や保護者との協議を進め、質と環境の向上に努める 福祉 

29 指定管理者制度の精査 効果について検証し、直営化も含め市民ニーズの態様について精査する 総務 

簡
素

で
効

率
的

な
組

織
と

人
事

管
理

 
30 定員管理の適正化 再任用と新採とのバランスを考慮し、長期計画的な定員管理に努める 総務 

31 給料の適正化 人事院勧告を基本に市民の理解が得られるよう適正化に努める 総務 

32 職員採用試験のあり方 各分野においての専門的な職員、民間経験者試験の実施を検討 総務 

33 新たな人材育成基本方針の策定 職員の意欲と能力を引き出す基本方針を策定し、職員の育成に取り組む 総務 

34 人事評価制度の導入 能力・業績の両面から評価し、処遇に反映させる環境整備に取り組む 総務 

35 職員研修の充実 職務遂行能力の向上を図るため職員研修を充実に取り組む 総務 

36 時間外勤務の可視化 ﾀｲﾑﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ能力、コスト意識の向上を図り、時間外勤務の抑制に努める 総務 

37 女性職員キャリア形成 女性職員が能力を発揮し、活躍する環境づくりに努める 総務 

38 健康管理体制の強化 メンタルヘルスを含めた健康管理体制の強化を図っていく 総務 

39 安全管理体制の確立 職場環境や作業環境の管理を図り公務災害防止に努める 総務 

40 ワーク・ライフ・バランスの推進 仕事と家庭の両立できる職場環境づくりを図っていく 総務 
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41 ホームページの充実 積極的に情報を拡充・更新するほか、データのオープン化を推進する 総務 

42 パブリックコメント制度の導入 市民の声を直接的に反映し、質の高いまちづくりを目指す 総務 

43 行政の透明性の確保 情報公開の推進と広報広聴機能の充実強化に積極的に取り組む 総務 

44 男女共同参画社会の形成 女性委員の登用等により女性の声の市政への反映に努める 総務 

45 公募による市民参加型の体制 各委員会等の委員のうち公募委員数の拡大に努める 全課 

46 まちづくり活動への支援 まちづくりの取組に対し、きめ細かな支援を継続に努める まちづくり相談室 

 


